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令和７年度 監査結果報告について 
 

 

 地方自治法第199条第7項の規定に基づき監査を実施しましたので、同法同条第9項の規定により、

その結果を次のとおり報告します。 
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財 政 援 助 団 体 等 監 査 報 告 書 

 

第１ 監査の概要 

 

(１) 準拠している基準 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号（以下「法」という。））第 198条の 4第 1項の規定に基づき定め

られた鳥羽市監査基準（令和 2年 4月 1日鳥羽市監査委員告示第 2号） 

 

(２) 監査の種類 

法第 199条第 7項の規定に基づく財政援助団体等監査（鳥羽市監査基準第 7条第 1項第３号） 

 

(３) 監査の対象 

令和 7年度に、市が指定管理を委託している団体の中から下記団体を選定した。   

 

①監査対象とした団体：三幸株式会社 

②監査対象事務 監査対象団体：公の施設の管理に係る事務の執行及び業務管理運営状況 

所管課：監督・指導管理事務 

③監査対象期間 令和６年度、令和７年４月～８月まで 

 

（４）監査結果の講評日 

  令和８年２月 13日 

 

（５）監査の着眼点 

当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われている

か確認することを主眼とした。 

確認事項の主なものは、以下のとおりである。 

〔指定管理者側〕 

     ①事業計画書に沿って各種事業が適切に実施されているか。 

②施設管理業務の実施状況は適切か。 

③料金収入や施設管理の収支に係る会計処理が適切に行われているか。 

④決算報告書に誤りはないか。 

⑤利用促進及び利用者サービス向上のための取組はなされているか。 

⑥事業に対する経営努力が見られるか。 

⑦所管課への報告書類は適切に提出されているか。 

〔所管部局側〕 

①指定管理者制度を導入した目的・趣旨が達成されているか。 

②指定管理者の指定は適正に行われているか。 

③管理に関する協定等の締結は適正に行われているか。 

④事業報告書の点検は適切に実施されているか。 

⑤指定管理者に対する所管課の指導監督は適切に行われているか。 



－ 2 － 

（６）監査の実施内容 

   ①監査の実施期日 

書面審査 令和７年 10月３日～令和７年 11月６日 

実地監査 令和７年 11月７日 

所管課に対する聞き取り 令和７年 11月７日 

②監査の方法 

当該監査対象団体及び所管課から関係書類、諸帳簿等の提出を求めるとともに、三幸株式会社

の事務局職員及び所管課の教育委員会生涯学習課の担当職員から説明を聴取した。 

 

第２ 監査対象の概要 

Ⅰ 事業の内容 

（１）目的 

    三幸株式会社は下記の事業を営むことを目的としている。 

① 総合ビルメンテナンス 

② その他（指定管理者事業・プラントオペレーション等） 

 

（２）市との関係 

「鳥羽市運動施設」の指定管理 

三幸株式会社は、市議会の議決を経て指定管理者として次の指定期間で管理運営を行っている。 

①指定期間 

令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで（３年間） 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

     ※参考：指定管理を開始したのは令和３年４月１日から 

    ②指定管理料                            （単位：円） 

名   称 令和６年度決算額 令和７年度予算額 

鳥羽市運動施設指定管理料 ３６，０００，０００ ４１，７２９，０００ 

③施設運営の目的 

     鳥羽市運動施設は、市民のスポーツ・健康づくり・文化活動の機会を提供することにより、生

涯学習の推進並びに健康の増進を図るとともに、市外からの来訪者に対する合宿や MICE活動によ

る会議の開催等を通じ、交流人口及び関係人口の拡大を創出し、もって市民の福祉の増進及び持

続可能なまちづくりに寄与することを目的とする。 

 

（３）指定管理対象施設の概要 

①鳥羽市民体育館 

〇メインアリーナ 

    ・構  造  鉄筋コンクリート造 一部２階建 

    ・延床面積  ３，１３３㎡ 

    ・施設の種類  
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      １階：フロア（バレーボール２面、バドミントン６面、バスケットボール２面） 

         小会議室３、中会議室１、男女更衣室（脱衣シャワー室共）ほか 

      ２階：観客席５９６席 

    ・建 築 年  昭和４８年（令和元年度に改修工事完了） 

 

〇サブアリーナ 

    ・構  造  鉄骨造 ２階建（一部３階建） 

    ・延床面積  ２，１４９㎡（サブアリーナ+渡り廊下） 

    ・施設の種類  

      １階：フロア（バレーボール１面、バドミントン２面） 

舞台、可動式観客席３５２席 

      ２階：トレーニングルーム、固定観客席８０席程度 

      ３階：音響調整室 

    ・建 築 年  令和２年 

     ・そ の 他    本施設内に総合窓口あり 

 

   ②鳥羽中央公園野球場 

    ・施設面積  １０，０２８㎡ センター１１８．９ｍ 両翼９１．５ｍ 

    ・建 築 年  昭和４９年（令和６年度に改修工事完了） 

 

   ③鳥羽中央公園庭球場 

    ・施設面積  ３，６２１．３㎡ 砂入人工芝コート４面 

    ・建 築 年  昭和５２年（平成３０年度に改修工事完了） 

 

   ④鳥羽中央公園多目的グラウンド 

    ・施設の種類  芝生フィールド 

    ・建 築 年  昭和５８年 

 

   ⑤鳥羽中央公園相撲場 

    ・施設面積  ２，０９７㎡ 上屋 鉄骨平屋建 ６０．３７㎡ 

    ・建 築 年  平成２２年 

    ・そ の 他  屋外倉庫あり 

 

⑥鳥羽中央公園水泳プール 

    ・施設の種類  ５０ｍプール 水深１．１～１．３ｍ 

            幼児プール  水深０．３～０．６ｍ 

    ・建 築 年  昭和６２年 
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⑦鳥羽市武道館 

    ・構  造  鉄筋コンクリート造 （一部２階建） 

    ・延床面積  １，２４３．３㎡ 

    ・施設の種類  

      １階：道場（柔道、剣道・空手道等）、会議室、トレーニングルーム、更衣室 

      ２階：観覧スペース 

    ・建 築 年  昭和５４年 

     ・そ の 他    ①～⑥が立地する中央公園外のため、専用窓口あり 

 

（４）指定管理対象施設の利用状況 

 

①鳥羽市民体育館（メインアリーナ・サブアリーナ等） 

（単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ３６，１３６ ４０，０９６ ４２，２４６ 

 

②鳥羽中央公園野球場 

                                    （単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ３，３３１ ３，４２３ ２，８４４ 

 

③鳥羽中央公園庭球場 

                                    （単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 １，７０７ １，７１２ ３，０９０ 

 

④鳥羽中央公園多目的グラウンド 

                                   （単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ５，７９４ ２，３１９ ２，４０７ 

 

⑤鳥羽中央公園相撲場 

                                    （単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ８１ ６０ １０７ 

 

 



－ 5 － 

⑥鳥羽中央公園水泳プール 

                                    （単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ３，８５１ ４，０４５ ５，４３３ 

 

⑦鳥羽市武道館 

 （単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 １４，５２１ １４，６１１ １４，６４８ 

   

⑧合 計 

      （単位：人） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 ６５，４２１ ６６，２６６ ７０，７７５ 

 

Ⅱ 組織 

   組織は、総括責任者、副総括責任者、運営スタッフ、監視スタッフ、受付スタッフで構成している。 

 

Ⅲ 財務状況 

指定管理業務にかかる令和６年度決算状況は以下のとおりである。 

                                     (単位：円) 

収 入 合 計 ４８，３０６，３６５ 

支 出 合 計 ４７，２６９，８９６ 

差 引 収 支 １，０３６，４６９ 

 

第３ 監査の結果 

鳥羽市の運動施設は、令和元年度の市民体育館メインアリーナ改修工事、令和２年度のホール機能を備

えたサブアリーナの増築、令和６年度の鳥羽中央公園園路整備に加え、令和７年度には野球場へ防球ネッ

トが設置されるなど、順次整備が進められており、市民がスポーツや文化活動に親しむことができる場と

して、中核的な役割を果たしている。 

指定管理を行っている三幸株式会社においては、日常的に見回りや点検等を行い、運動施設が安全かつ

快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めていた。 

自主事業としては、約４０種類の生涯学習講座を開催し、リピーターも増加しており、施設の利用者数

は、令和６年度が７０，７７５人であり、令和５年度の６６，２６６人と比較すると、約６．８％の増加

となっている。また、気軽にスポーツを楽しんでもらうため、スポーツ用品のレンタルを行うなど、利用

者の利便性の向上と健康増進に資する取組も実施している。 

今後も、市民ニーズに応える魅力的な講座の開催に努めるとともに、施設の安心・安全な管理を継続し、
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利用者にとって満足度の高いサービスの提供に一層取り組まれることを期待する。 

 

Ⅰ．指摘事項 

  特になし。 

 

Ⅱ．所見 

（１）監査対象団体・所管課に対する所見等 

〇避難訓練について〔努力・要望事項〕 

   指定管理者においては、地震・津波対応マニュアルを整備するとともに、消防法等の趣旨に沿

って年２回の消防訓練を実施しており、法令上求められる訓練対応の観点からは適切に取り組ま

れている。一方で、スポーツ大会等の開催時には、多数の利用者を限られた人員で避難誘導する

状況が想定されることに加え、指定避難所である鳥羽東中学校までの避難経路には交通量の多い

道路の横断が含まれる。このため、現行の訓練に加えて、利用者避難を具体的に想定したより実

践的な避難誘導訓練（道路横断を含む）の充実が必要である。 

ついては、指定管理者と所管課は協働し、防災担当部署等と連携の上、道路横断を含む避難誘

導訓練の実施について検討されたい。 

 

（２）所管課に対する所見等 

〇施設の修繕について〔努力・要望事項〕 

老朽化により修繕が必要な箇所が認められる武道館及び中央公園水泳プールについては、指定

管理者と連携し、計画的に修繕を進め、利用者の安全確保に努められたい。 


